
第二種免許に係る１日の技能教習時間の上限の見直しについて（令和６年６月）

取得しようとする免許種別

第一種免許
第二種免許（当該自動車を運転でき
る第一種免許を受けていない者）

第二種免許（当該自動車を運転で
きる第一種免許を受けている者）

基本操作・走行
（第1段階）

２時限 ２時限 ３時限（連続不可）

応用走行
（第2段階） ３時限（連続不可） ３時限（連続可） ３時限（連続可）

備考 平成10年12月府令改正 第二種免許に係る教習制度開始（平成14年６月府令改正）

【今回の見直しの対象】


